
－ 事業の概要 － 

滋賀県「学校・家庭・地域連携協力推進事業」 

  
滋賀県においては、県・市町の連携により以下のように事業を推進している。 

 

県においては、当事業推進協議会を設置して、県内の教育支援活動および総合的な放課後対策

の検討を行うとともに、コーディネーターや教育活動推進員、家庭教育支援員等の事業関係者の

資質向上や情報交換を図るための研修を行い、教育支援活動等の総合的な推進を図っている。 

市町においては、域内の教育支援活動等の運営方法等を検討する「運営委員会」の設置や、教

育支援活動等の企画や学校・家庭・地域の調整を行うコーディネーター等の配置をいただき、地

域の実情を踏まえた多様な取組を工夫いただいている。 

事業全体を構想図にまとめると以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
次項より、「学校支援地域本部（従来型）」、「学校支援地域本部（いじめ対応型）」、「放課後子ど

も教室」、「家庭教育支援活動」「土曜日の教育支援活動」の事業構想を図示する。 

○コーディネーターの配置 
○活動内容、運営方法の検討

○支援活動の実施 

○総合的な教育支援活動の在り方の検討 
○コーディネーター等を対象とした研修の企画 
○事業の評価 

教育活動推進員 
家庭教育支援員、 
教育活動サポーター等 

・これまでの経験や知識を活かし、学習の支援や 
専門性のある活動等の支援、子どもの安全確保 
のための見守りや遊び、交流活動等を行う 

・各活動の企画運営の中心となって、学校や地域、 
地域の団体等との総合的な調整等を行う

地域住民等 

コーディネーター 

参画・協力・支援 

各地域の実情に応じた教育支援活動を有機的に組み合わせて実施 

研
修
の
実
施 

活
動
の
実
施

〈 県 〉 推進協議会の設置 

〈市町〉 運営委員会の設置 

【学校支援地域本部】  
９市町６２本部 

 ・授業等の学習補助 

 ・部活動指導補助 

 ・学校行事支援 

 ・学校環境整備 

 ・登下校の見守り など 

 

【放課後子ども教室】  
２市１１教室 

 ・活動拠点(居場所)の確保  

 ・放課後等の学習指導 

 ・自然体験活動支援 

 ・文化活動支援 など 
 
【家庭教育支援活動】  

９市町１８活動 
・家庭教育支援チーム 

  による相談や支援 

・親への学習機会の提供 

・地域人材の養成 など 
 
【土曜日の教育支援活動】 

８市町８３教室 
・体系的・継続的な教育プログラムの

実施 
・地域の多様な経験や技能を持つ人

材等の協力を得た支援体制を構築

教育支援活動 

地域社会全体で様々な教育支援活動を実施し、地域の教育力の向上を図る 
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従来型

地域ぐるみで学校運営を支援する体制を
整備するため、概ね中学校区ごとに本部を
設置。地域コーディネーターを配置し、地
域住民による様々な学校支援を推進。

学校支援地域本部 （いじめ対応型）

いじめなど学校における様々な問題を解決するためには、学校だけで問題を抱えるのではな
く、地域全体でこれらの問題を含め、学校を支えるという視点を持つことが必要である。

このため、学校支援地域本部事業の仕組みを活用し、いじめ対応の視点を持って、地域住民
と学校との連携を行う市町に対して支援を行うことにより、いじめの早期発見・早期対応・抑
止力の醸成を図るための環境を整備する。

地域
ＰＴＡ、自治会、社会福祉協議会、

社会教育団体、児童委員等

立
ち
上
げ
等
支
援

地域
ＰＴＡ、自治会、社会福祉協議会、

社会教育団体、児童委員等

学 校

地域コーディ
ネーター

学
校
支
援

学
校
支
援

調
整

調
整

学校支援ボランティア

いじめ対応の視点を持って、こ
れまでの取組を進めるほか、
相談員設置、見守り活動、ネッ
トパトロールなどにも対応

いじめ対応型

仕組み
を活用

推
進
協
議
会
委
員

ねらい

①子どもと向き合う時間の拡充
②社会教育で学んだ成果を生かす場に
③地域教育力の活性化

学 校

学習支援活動、部活動指導、
環境整備、登下校安全確保、
学校行事の開催など

学校支援ボランティア

学
校
支
援

学
校
支
援

地域コーディ
ネーター

調
整

調
整

いじめ対応型学校支援地域本部とは

対象

内容

主な活動

スタッフ

実施場所

開催日

利用者負担

県内数

○平日の放課後、土曜（クラブにより異なる）

○月額5,000円～10000円程度
（施設により異なる）

○１９市町　276クラブ　１２，１２２人
　（平成26年５月１日現在）

○すべての子ども

○学び・体験・遊び・交流の場

○下校時に保護者が家庭にいない児童で、
　おおむね10才未満の児童

○生活の場

○平日の放課後・週末（教室により異なる）

○無料
（教室により保険、材料費などの徴収あり）

○遊び、学習（宿題）○遊び、学習（宿題）、スポーツ、文化活動など

○小学校の余裕教室、体育館、グラウンド、
　地域の公民館など

○2市町11教室　（平成26年度）

○小学校の余裕教室、小学校敷地内やその付近の
　専用施設など

放課後子ども教室事業

「放課後子ども教室事業」は、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し
て、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所）を設け、地域の方々の参画を得
て、子どもたちとともにスポーツ・文化活動や学習、地域住民との交流活動等の取
組を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりを推進するものです。

コーディネーター

指導者等研修会
コーディネーター、運営委員会委員、教育活動推進員、教育活動サポーター、ボランティア、

専任指導員、関係職員等が一同に集まり、情報交換、情報共有、資質の向上に努める。

放課後子ども教室運営委員会
・事業計画の策定・安全管理方策・広報活動方策・ボランティア等の人材確保
・活動プログラムの企画・事業実施後の検証・評価

・両省の事業間の連携調整
・参加呼びかけ
・関係機関との連絡調整

・協力者の確保
・活動プログラムの企画等

連携

調
整
・
企
画

県の取組

市町の取組

（放課後子ども教室事業）
放課後子ども教室

（放課後児童健全育成事業）
放課後児童クラブ（学童保育）

専任指導員が、保護者に代わり、健康管理、安全に
対する配慮、活動状況の把握、児童の遊びの指導、
活動の意欲や態度の形成、家庭との連絡などを行う。

地域の大人が、スポーツや学習、文化活動、地域
住民や異年齢の子どもとの交流活動を行う。

専任指導員
遊びや生活をとおして、子どもた
ちの健全育成を図り、安全確保に
努める。

教育活動推進員
学習支援・体験・交流活動等のプログラムを中
心的に実施する。
教育活動サポーター
様々なプログラムの実施のサポートや子どもた
ちの安全を管理する。
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家庭教育支援活動

身近な地域において、家庭教育に関する学習や相談ができる体制を整え、地域
全体で家庭教育を支援する。

持続可能な支援のための
地域人材の養成

家庭教育支援チームの
組織化

学習機会の
効果的な提供

各地域における子育て経験者など多様な人材の参画

■県の事業
県推進協議会の開催（年間２回）

家庭教育に関する研修会の実施（年間３回）

■市町の事業（市町運営委員会等）

・子育てサポーターリーダー
等の養成

・家庭教育支援チームによ
る相談対応や保護者支援

・保護者への学習機会や親
子参加行事の企画、提供

近江八幡市・甲賀市・湖南市・
高島市・日野町の５市町で実
施

近江八幡市・甲賀市・湖南市・
高島市の４市で実施

近江八幡市・草津市・甲賀市・
湖南市・高島市・東近江市・日
野町・竜王町・多賀町の９市町
で実施

・総合的な在り方の検討

・事業関係者の資質向上や
情報交換等の研修会の実施

【養成講座例】家庭教育の重要性
と支援者の果たす役割、関係機
関・地域との連携のコツ 等

【チーム構成員例】・子育てサポー
ターリーダー、民生委員、児童委員、
元教員、保健師、ＮＰＯ関係者 等

【講座例】・小学校入学時講座、
思春期理解講座、父親講座、企
業出前講座 等

○家庭の教育力の低下
都市化，核家族化及び地域における地縁的なつながりの希薄化等により，家庭の教育力の低下が指摘されるな

ど，社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっている。また、育児に自信を持てない保護者が増えている。

○教育基本法の改正（「家庭教育」新設）
第１０条 父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために必要な
習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他
の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

背景
地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業

市町

土曜日の教育支援体制のしくみ

・体系的・継続的な教育プログラムの企画
・内容に応じた多様な支援人材の発掘・依頼
・具体的なプログラムの検討 等

連携

・運営委員会を設置（学校・経済団体・商工会・PTA・社会教育団体等で構成）
・土曜日の教育活動全体の方針を検討

地域の多様な経験や技能を持つ人材をコーディネートし、
土曜日ならではの生きたプログラムを実現

全ての子どもたちの土曜日の教育活動を充実させるため、地域の多様な経
験や技能を持つ人材・企業等の協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育
プログラムを企画・実施する学校・市町等の取組を支援することにより、教育
支援に取り組む体制を構築し､地域の活性化を図る｡

土曜教育コーディネーター

教職員

・大学研究者
・企業人
・在外経験者
・外国人 等

【土曜学習例】
○体験活動・・・・自然体験、書道、茶道、囲碁、工作、料理、和太鼓、吹奏楽等
○学力補充・・・・作文教室、科学実験教室、基礎学力の向上、中学生の学力向上、

在外経験者による外国語教室等

全ての子どもたちの土曜日の教育活動の充実

土曜日ならではのプログラムの実施

企画・参画

土曜教育推進員

要望
依頼
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家庭教育支援活動
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都市化，核家族化及び地域における地縁的なつながりの希薄化等により，家庭の教育力の低下が指摘されるな

ど，社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっている。また、育児に自信を持てない保護者が増えている。

○教育基本法の改正（「家庭教育」新設）
第１０条 父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために必要な
習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他
の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

背景
地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業

市町

土曜日の教育支援体制のしくみ

・体系的・継続的な教育プログラムの企画
・内容に応じた多様な支援人材の発掘・依頼
・具体的なプログラムの検討 等

連携

・運営委員会を設置（学校・経済団体・商工会・PTA・社会教育団体等で構成）
・土曜日の教育活動全体の方針を検討

地域の多様な経験や技能を持つ人材をコーディネートし、
土曜日ならではの生きたプログラムを実現

全ての子どもたちの土曜日の教育活動を充実させるため、地域の多様な経
験や技能を持つ人材・企業等の協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育
プログラムを企画・実施する学校・市町等の取組を支援することにより、教育
支援に取り組む体制を構築し､地域の活性化を図る｡

土曜教育コーディネーター

教職員

・大学研究者
・企業人
・在外経験者
・外国人 等

【土曜学習例】
○体験活動・・・・自然体験、書道、茶道、囲碁、工作、料理、和太鼓、吹奏楽等
○学力補充・・・・作文教室、科学実験教室、基礎学力の向上、中学生の学力向上、

在外経験者による外国語教室等

全ての子どもたちの土曜日の教育活動の充実

土曜日ならではのプログラムの実施

企画・参画

土曜教育推進員

要望
依頼
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家庭教育支援 放課後子ども教室 土曜日の教育支援

従来型
実施数

いじめ対応型
実施数

実施数 実施数 実施数

大津市 ６本部

彦根市 ５本部 ２本部

長浜市 １８教室

近江八幡市 １９本部 ３本部
支援チーム・講座実施・

人材育成の３活動

草津市 講座実施の１活動 ２２教室

守山市

栗東市 １本部 ７教室

甲賀市
支援チーム・講座実施・

人材育成の３活動
１０教室

野洲市 ６教室

湖南市 ６本部 ６本部
支援チーム・講座実施・

人材育成の３活動
９教室

高島市
支援チーム・講座実施・

人材育成の３活動

東近江市 １１本部 講座実施の１活動 １０教室

米原市 １本部 ４教室

日野町 講座実施・人材育成の２活動

竜王町 １本部 講座実施の１活動 ６教室

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町 １本部 講座実施の１活動 ２教室

合　　計 ９市町１８活動
（昨年は７市町１４活動）

２市１１教室
（昨年は７市町４４教室）

８市町８３教室

学校支援地域本部

平成２６年度　学校・家庭・地域連携協力推進事業　市町別事業実施状況一覧表

９市町６２本部
（昨年は１０市町６０本部）

（Ⅰ） 推進協議会の概要 

◆第１回推進協議会 

１ 協議会概要 

期 日：平成 26 年６月 26 日（木）  

  会 場：県庁北新館５－Ｂ会議室  

 出席者：神部委員（座長）、千原委員（副座長）、柴原委員、鈴木委員、髙木委員、武井委員、

谷口委員、東條委員、村井委員 （９名） 
 事務局：県生涯学習課（６名）子ども・青少年局（１名） 

 

１ 開 会 

    ・県生涯学習課長 挨拶 

・委員自己紹介 

                      

２ 座長、副座長選出 

    ・座長   神部委員 

  ・副座長  千原委員 

   

３ 協 議 

  （１）「学校・家庭・地域連携協力促進事業」について 

     ①事業全体図および各事業について 

     ②各市町における各事業について 

     ③平成 25 年度事業の成果と課題および今後の方向性について 

     ④平成 26 年度研修会の持ち方について 

 （２）実践事例集のあり方について 

  （３）その他 

 

２ 協議要旨 

○平成 26年度の事業の実施に関わって  

   本年度は学校支援地域本部事業９市町 62 本部、放課後子ども教室を２市 11 教室、家庭教

育支援９市町 18 活動、土曜日の教育支援を８市町 83 教室で実施することとなっている。補

助事業の実施においては、活動資金（予算）の確保が大きな課題となっている。学校支援地

域本部事業や家庭教育支援では、市町独自で補助を受けずに事業を実施している事例がある。

自主財源による事業のメリットは、補助事業の制限を受けずに、独自の裁量で地域課題に対

応した事業実施が可能であることや、国や県の予算配分に影響されない面があげられる。い

つまでも事業提供型のままではなく、様々な団体との連携を進め、活動の質を高め、地域に

根ざした運営体制の確立が求められる。 
また、補助を受けずに事業を実施している市町にも研修会へ積極的に参加していただき、

共に学び合う環境づくりを進めることが重要である。 
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